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道路陥没事故の対応について 

≪道路開放までの７日間≫ 

平成29年11月 
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<はじめに> 
  
 平成２８年１１月８日未明に発生しました七隈線延伸工事に伴う道路陥没事故につきましては、事故

発生から１年が経過し、市民の皆様には、大変なご迷惑とご心配をおかけしたことを改めてお詫び申し
上げます。 

  
「道路陥没」につきましては、全国的に都市部を中心にライフラインなどの老朽化が原因によって発

生し社会問題化しており、本市の道路管理部門においては、道路空洞調査の強化や東京大学との共同研
究を行い、災害に強く環境に優しいまちづくりに取り組まれているところです。 

 
 また、国土交通省においても、地下工事の安全技術の確立やライフライン等の埋設工事における安全

対策などについて議論され、平成２９年９月８日に国土交通大臣へ答申されたところです。 
 
 この様な背景から、今回の七隈線延伸建設工事における「道路陥没事故」の復旧対応を改めて整理し、

今後のために反省点などをまとめましたので公表いたします。 
 
 陥没事故が発生したトンネル区間につきましては、２４時間体制で状況変化を監視するとともに、地

下水の状況や地盤の強度などをより詳しく把握するための地質調査を行い、調査結果を分析し、検討を
行ったうえで、福岡市地下鉄七隈線技術専門委員会からのご指導やご助言をいただきながら、一歩一歩
ステップを踏んで工事を進めてまいります。 

 
 今後も引き続き、市民の皆さまによりわかりやすい情報発信に努めるとともに、「安全」を最優先に

強い決意を持って、安全・安心な地下鉄工事となるよう、全力で取り組んでまいります。 
 

福岡市交通事業管理者 
阿部   亨 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
※議員配付用は添付しない。
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 １ 道路陥没事故概要 

１ 

陥没状況（キャナルシティ側から博多駅側を望む） 

 

 

道路開放（キャナルシティ側から博多駅側を望む） 

  

工事着手前のはかた駅前通り 
（キャナルシティ側から博多駅側を望む） 

位置図 

幅  約27ｍ 
長さ 約30ｍ 
深さ 約15ｍ 

陥没規模 

  

平成28年11月8日 
午前5時15分頃 

発生日時 

平成28年11月15日 
午前5時00分頃 

開放日時 

７日間で 
道路開放 
 



５日 

７８ｈ １３５ｈ 

３日 

 ２ 道路開放までの７日間 

７日 

道路陥没 
５ｈ 

２日 １日 ０日 ６日 

１６８ｈ 

２ 

流動化処理土投入～ 
スロープ設置開始 

スロープ設置～ 
建物基礎周辺埋戻し 

ライフライン復旧 

埋戻し・舗装敷設・道路仮復旧 

７ｈ ４９ｈ 

４日 

９７ｈ 

約４２時間 

１１６ｈ 

約５７時間 

約４８時間 約５２時間 



本市調べ 

○下水道使用自粛要請範囲 

 ３ なぜ早期復旧を目指したのか 

○ライフライン被害状況 

○被害範囲 

陥没箇所 

約１２０ｈａ 

  福岡市の中心市街地において，大規模な道路陥没事故が発生したことにより，都市機能が広範囲に麻痺し，

市民生活や経済活動に多大な影響を与えることとなった。 

３ 本市調べ 

項目 下水道 上水道 電話・通信 電気 ガス 近隣建築物 空港 金融機関

被害
状況

下水道管破断

  ・合流幹線
　　比恵１号幹線(2,400×1,900)
　　比恵４号幹線（φ1,500）
　・合流枝管　φ350
　・側溝　300×300　２条
　・再生水管　φ100　１条

約１２０ｈａを対象とした下水道
使用自粛のお願い

建物３棟断水
(博多駅前２丁目５街区一部)

最大約1,380回線
利用不可

特別高圧１４件停電
最大約８００戸停電

ガス供給１９戸停止
避難勧告
【博多区】
堅粕工区１０棟

福岡空港国際線
ターミナルビル停電

 オンラインシステム障害

　  福岡銀行
　  西日本シティ銀行
　  熊本銀行
　  親和銀行

復旧
状況

 ８日 11：30～
　 下水道使用自粛要請
 ９日 20：00
 　使用自粛の全地域を解除

　   ８日 18：00～
     　給水開始　２棟
   １１日 13：00
　   　断水解消

 １３日 17：40
 　　完全復旧

９日 9：04
　完全復旧

　８日
　　供給再開 １５戸
　９日
　　供給再開 　２戸
１２日 14：00
　　完全復旧

　８日 18：20
　　避難勧告解除 ６棟
　９日 12：10
　　避難勧告解除 １棟
１５日  5：00
　　避難勧告全解除
※８日
　　堅粕公民館 避難者 １名

９日 0：14
　完全復旧

９日
　完全復旧



 ４-１ 早期復旧を可能にした４要素 

４ 

要素４ 
ライフライン 
調整会議 

要素３ 
流動化 

処理土使用 

７ 日 間 で 道 路 開 放  

要素1 
危機管理 
体制 

道 路 開 放 の 検 討  

現地対策本部 
【理事の指揮】 

本局対策本部 
【管理者の指揮】 

連
携 

関係局・区 

災害警戒本部 
【市民局】 

支 援 体 制  交 通 局  

大成ＪＶ 各事業者 
（ライフライン） 

支援 

支
援 

交 通 管 理 者 
（福岡県警察） 

福 岡 市  

施 工 者  

連
携 

要素２ 
初動対応 



11月8日 

 5：15 道路陥没 

 8：55 災害警戒本部立上げ 

 9：30  道路陥没事故 緊急対応会議（第１回） 

 9：45 避難勧告発令（７棟） 

11：15 避難勧告発令（３棟追加） 

18：00  道路陥没事故 緊急対応会議（第２回） 

18：20 避難勧告の一部解除（６棟） 

11月9日 

12：10 避難勧告の一部解除（１棟） 

13：15  道路陥没事故 緊急対応会議（第３回） 

11月10日 

14：00  道路陥没事故 緊急対応会議（第４回） 

11月13日 

14：05  道路陥没事故 緊急対応会議（第５回） 

11月15日 

 5：00 避難勧告の一部解除（３棟） 

１１月８日 6：30頃 
交通局理事を本部長とする 
事故対策本部を設置 

１１月８日 9：20頃 
交通事業管理者を本部長 
とする対策本部への移行 

消防局現地対策本部 ５ 

交通局現地対策本部 

現地対策本部 

【理事の指揮】 

本局対策本部 

【管理者の指揮】 

連
携 

強
化 

財 政 局  

○建築物測量の実施 
○技術的支援 

市 長 室  

○市長・副市長との調整 
○報道発表に係る調整 住 宅 都 市 局  

○応急危険度判定の実施 

道 路 下 水 道 局  

○下水使用自粛要請，迂回排水等 
○ライフライン機能の復旧 
○道路開放に向けた協議 

博 多 区 役 所  

○道路開放に向けた協議 

水 道 局  

○洗管及び止水後，栓止め 
○ライフライン機能の復旧 

環 境 局  

○土壌汚染や水質汚染に関する助言 
保 健 福 祉 局  

○井戸水検査の実施 

消 防 局  

○陥没現場対応 

市 民 局  災 害 警 戒 本 部  

交 通 局  

 ４-２-１ 要素１ 危機管理体制《福岡市》 



連  携 

総

務

部 

 ４-２-２ 要素１ 危機管理体制《交通局》 

・ 市民や報道機関の問い合わせ対応 
・ 市民局と連携し，報道対応資料作成，情報発信 
・ 現場からの情報を局内，局外と共有 
・ 設計内容の確認 
・ 運輸局立ち入り検査対応 

建 設 課 

・ 運輸局など国関係機関との連絡調整 
・ 運輸局立ち入り検査対応 
・ 市民や報道機関の問い合わせ対応 

技 術 課 

・ 記者会見，報道対応資料の作成 
・ 市民や報道機関の問い合わせ対応 計 画 課 

建 
 

設 
 

部 

・ 局内（本局対策本部会議事務局）及び関係局 
  との連絡調整 総 務 課 

・ 記者会見，報道発表の調整 
・ 市長室との連絡調整 
・ 情報を集約し，管理者へ報告 

経営企画課 

・ 運輸局立ち入り検査会場設営 
・ 道路開放時の現場対応班を派遣 施設部各課 

・ 関係機関状況報告 運輸部各課 

施
設
部 

運
輸
部 

本局対策本部 
【管理者の指揮】 

現地対策本部 
【理事の指揮】 

・ 事故状況，被害状況などの把握 
・ 関係機関との連絡調整 
・ 関係機関との現場対応協議 
・ 復旧方法検討 
・ 建物倒壊危険性確認 
・ 報道機関などの問い合わせ対応 
・ 本局との連絡調整 

工事事務所 

６ 
交通局現地対策本部における対応の様子 



７ 

ステップ２ 行 動 （ 被 害 拡 大 を 抑 え る た め に ・ ・ ・ ）  

ステップ３ 二 次 被 害 の 防 止  

ステップ１ 直 面 し た 危 機  
・ガス漏れによる火災   ・建物倒壊   ・陥没部拡大    
・電力ケーブル破断によるガスへの引火   ・下水衛生面    など 

 ４-３-１ 要素２ 初動対応 ～二次被害の防止～ 



８ 

迅速な状況把握  情報の共有  

復旧方法の検討 (陥没部・ライフライン )  

 ４-３-２ 要素２ 初動対応 ～迅速な情報把握～ 

１１月８日８時３０分頃撮影 



９ 

陥 没 復 旧 の 条 件  

流動化処理土投入 養生期間 スロープ設置 

埋戻し開始後約４２時間でスロープ設置開始 

０ｈ 
陥没後７ｈ 

３１ｈ 
陥没後３８ｈ 

４２ｈ 
陥没後４９ｈ 

大 成 Ｊ Ｖ  交通局  

○ 水中での固化（排水・転圧不要） 

○ 陥没部の隙間充填（流動性） 

○ 早期強度発現  

○ 再掘削可能（残置物撤去可能） 

 

 

流動化処理土の使用決定経緯  

 ４-４ 要素３ 流動化処理土の使用 

陥没箇所の水位が回復したことを 
確認したうえで道路管理者と協議し， 

流動化処理土使用を決定 

陥没箇所の安定を図り，早期復旧が 
可能である埋戻材として， 

流動化処理土使用を提案 



 ４-５-１ 要素４ ライフライン調整会議 

10 

決 定 事 項  

同時復旧の実現  

調 整 会 議 開 催 の ね ら い  

○ 各事業者が一堂に会し課題を協議 

○ 速やかな合意形成 

○ 情報・目標の共有化 

下水 ガス NTT 

 ○ 各事業者の同時施工 

 ○ 復旧は二段階（仮復旧・本復旧） 

 ○ 道路占用許可の事後申請（道路管理者） 

 ○ スピーディーな道路使用許可（交通管理者） 

オ ー ル 福 岡 の 力 を 結 集  

道路開放  



 ４-５-２ 要素４ ライフライン調整会議 

H28.11.15道路仮復旧 

11 

必要に応じて開催  

復
旧
に
向
け
た
調
整 

進
捗
管
理 

本
復
旧 

第１回 

○ 陥没事故の報告と謝罪 

○ 交通局から各事業者へ早期復旧に向けた協力要請 

○ 仮復旧スケジュールを次回会議時に提示（大成ＪＶ） 

（H28.11.08） 

（H28.11.09） 

（H28.11.10） 

（H28.11.16） 

 陥没後５時間で開催決定 

 陥没後１０時間で開催 

ライフライン調整会議 

第３回 

第２回 

第４回 

○ 仮復旧スケジュール提示と課題確認  

○ 仮復旧を一週間で行うという目標を設定 

○ 埋設物復旧着手時期の確認（11月11日より） 

○ 一週間での仮復旧が現実的であると各事業者と再確認 

○ 各事業者から早期本復旧の要望 

○ 道路使用許可申請が簡略化される緊急工事期間を設定 

○ 復旧後の道路占用申請を許可 

○ 各事業者による仮復旧完了の確認 

○ 本復旧内容とスケジュールの確認 



 ５-１ 市民の皆さまの不安解消の３要素 

12 

不 安 の 洗 い 出 し （ 状 況 が 逐 次 変 化 し て い く 中 で ・ ・ ・ ）  

○ 被害は拡大しないのか     ○ 被害状況はどれほどか    ○ 水は抜かないのか 

○ いつ復旧できるのか      ○ 流動化処理土は安全なのか 

○ 仮復旧まで早すぎではないか  ○ なぜ事故は起きたのか                       など 

不 安 解 消 の た め の 情 報 発 信  

    要素１  過不足のない･･･  
     要素２  報道機関を通して･･･  
       要素３  関心の高い部分や疑問点を中心に･･･ 

様々な情報ツールを活用  
① ホームページ（福岡市，交通局） ③ 市長ＳＮＳ ② 記者会見 



13 

状況の変化を捉え  計３５回  ホームページを更新  
〔福岡市ホームページ〕 〔交通局ホームページ〕 

日   付  部        署  回数  

1 1月  8日（火）  交通局・市民局・道路下水道局・災害警戒本部・消防局・水道局  1 1回  

1 1月  9日（水）  交通局・市民局・道路下水道局・災害警戒本部・消防局  ６回  

1 1月 1 0日（木）  交通局・市民局・保健福祉局  ３回  

1 1月 1 1日（金）  交通局・市民局  １回  

1 1月 1 2日（土）  交通局・市民局・道路下水道局・財政局  ４回  

1 1月 1 3日（日）  交通局・市民局  ３回  

1 1月1 4日（月）  交通局・市民局・道路下水道局  ４回  

1 1月 1 5日（火）  交通局・災害警戒本部  ３回  

 ５-２ 要素１ 過不足のない情報発信 



14 

状況の変化を捉え  計１３回  記者会見・取材対応  

日    時 記者会見・取材対応 

11月 8日（火） 

10：00   交通局謝罪会見 

11時頃   市長謝罪会見 

16：30   交通局会見 

11月 9日（水） 
 9：30   市長囲み取材 

16：00   交通局会見 

11月10日（木） 
14：50   現地復旧作業説明会 

16：30   交通局会見 

11月11日（金） 16：30   交通局会見 

11月13日（日） 11時頃   市長テレビ取材 

11月14日（月） 

11：00～  
  12：30 

  専門技術者による会議 

13時頃   会議後の市長会見 

11月15日（火） 
 5：00   市長囲み取材 

 9：00   交通局会見 

 ５-３ 要素２ 報道機関を通して情報発信 



15 

市長自ら  計１１回  ＳＮＳを更新  

日 付 回数 

11月 8日（火） ３回 

11月 9日（水） ２回 

11月10日（木） １回 

11月11日（金） １回 

11月12日（土） １回 

11月13日（日） １回 

11月14日（月） １回 

11月15日（火） １回 

５-４ 要素３ 関心の高い部分や疑問点を中心に情報発信 



 ６-１ 安全・安心な道路開放 

《安全・安心な道路開放》 
1 1 月 1 5 日  午 前 ５ 時  通 行 再 開  

《安全確認の有効性チェック》 
  1 1 月14日 専門技術者による会議 

第１段階 

《 現 地 確 認 》  
1 1 月 1 5 日  道 路 管 理 者 ･ 交 通 管 理 者  

第２段階 

16 

  早期復旧を目指し作業を行ったものであるが，施工段階において，４つの要素の安全確認を行い，第１段

階で安全確認の有効性をチェックし，第２段階で通行再開にあたって，道路管理者・交通管理者から現地確

認を受け，安全を最優先に道路開放（仮復旧）を行っている。   

《 施 工 》  
舗 装 工 ・ 交 通 安 全 施 設 設 置  

《安全確認》  

  要素１ 埋戻し材の有効性  要素２ 道路としての性能確認  

  要素３ トンネルの健全性  要素４ 陥没箇所周辺道路の健全性 

・雨天の場合は安全を最優先 
・道路開放日時変更  
 (11/14 23：30 ⇒ 11/15 5：00) 

市 長 の 意 見  

雨天による作業中断 
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 ６-２ 安全・安心な道路開放 

１) 小さな隙間，空洞が充填されていること 

●流動化処理土の特徴 
流動化処理土は，土砂に大量の水を含
む泥水（もしくは通常の水）と固化材
を加えて混練することにより，流動化
させた湿式土質安定処理土で，土工に
よる締固めが難しい狭隘な空間などに，
流し込み施工で隙間を充填し，固化後
に発揮される強度と高い密度により品
質を確保する土工材料である。 
  出典）『流動化処理土利用技術マニュアル』   
     （現：国立研究開発法人 土木研究所） 

２) 十分な強度を有していること 

陥没部強度は原地盤の約３０倍 

３) 路床，路体として，これまで十分な使用実績があることを確認 
   （Ｐ２６ 参考資料８－４－２参照） 

１) 路床･路盤が必要な支持力を有していること 

２) 不均一なたわみが発生していないこと 

要素１ 埋戻し材の有効性 要素２ 道路としての性能確認 
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 ６-３ 安全・安心な道路開放 

支保工
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測点No.1

測点No.2

測点No.3

測点No.4

測点No.5

11/8 5:00 陥没発生

陥
没
直
前
の
値
を

0と
した
変
位
量

(m
m

)

縦断面（ｍ） 

(例)空洞がある場合 

要素３ トンネルの健全性 要素４ 陥没箇所周辺道路の健全性 



 ７-１ 今回の事故対応を振り返って・・・ 

○ 地下鉄七隈線建設工事事故対策マニュアルで想定した役割分担が機能しなかった。 
○ 設計担当の建設課は様々な問い合せなどの対応に忙殺され，現場のバックアップが不足した。 

○ 道路開放後に路面が沈下する可能性があることについて，市民の皆さまへの周知が上手くいかず，路面沈下の際に不安を 
  与える結果となった。 

19 

 危機管理体制 

 初動対応 

 埋戻し 

 ライフライン 

 市民の皆さまの不安解消 

  

反 省 点 ・ 課 題  

○ 関係機関の緊急時連絡先を把握していたが，一部の関係機関とスムーズに連絡を取ることができなかった。 
  事故後，連絡先を再確認し，緊急連絡先一覧表を修正した。 

○ 一日でも早い復旧を目指して，信号機や地下埋設物を緊急避難的に地中に残置することについて，関係機関に法的問題が 
  ないことを確認したうえで埋戻しを行った。 
○ 引き続き，残置物の安全性確認のためにモニタリングを行っていく。         （Ｐ２８ 参考資料８－６参照）                                                                                

○ 一日でも早い復旧を目指して，ライフラインを仮復旧・本復旧の二段階で実施する計画とし，仮復旧を行った。 
○ 今後は，事業者と協議を行いながら，ライフラインの本復旧を行っていく。 

  今回の事故は，福岡市の中心市街地における大規模な道路陥没であったにも係わらず，「オール福岡」の
力で７日間での早期復旧が実現できました。 
 最後に，この事故を振り返り，反省点や課題をまとめ，今後，災害発生時の対応や危機管理に活かしてま
いります。  



 ７-２ 今回の事故対応を振り返って・・・ 

 平成２８年１１月２８日   オ ー ル 福 岡 の 力 に 敬 意 を 表 し て …  

 陥没事故の復旧作業にご尽力いただいた  企業111社  並びに作業に従事された  個人712名に感謝状贈呈 
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https://obs.line-scdn.net/0m0e67f51be84d280e363e60532d7e6560343f3e393a167e47701a4a6e4c534d371c4540634e714f4e3d574c754e4330233d60335a0e036c013f3c30666577781c2463697029457908606a66245b673e3d773d30607f
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 ８ 参考資料 



中間駅（仮称）西工区 中間駅（仮称）東工区 博多駅（仮称）工区 

中
間
駅
（
仮
称
）

博多駅（仮称）

〔工事概要〕 

〔事業概要〕 
○延伸区間  天神南～博多 

○建設キロ  約1.4km（営業キロ 約1.6km） 

○建 設 費  約４５０億円 

○開業予定  平成３２年度 

○工  法  全線地下式（開削工法，シールド工法， 

             ナトム工法，アンダーピニング工法） 

○乗車人員  約8.2万人（うち，新規利用者数※1は約2.3万人） 

       ※1 マイカーなどから乗り換えて新たに地下鉄を利用される人数 

〔事業スケジュール〕 

〔福岡市営地下鉄路線図〕 

七隈線延伸区間 

平面図 

縦断図 

建設キロ 約1.4ｋｍ 

天神南駅

空港線博多駅

はかた駅前通り

国体道路

福岡市地下鉄七隈線中間
駅（仮称）西工区建設工事 

福岡市地下鉄七隈線中間
駅（仮称）東工区建設工事 

福岡市地下鉄七隈線 
博多駅（仮称）工区建設工事 

工期※ 
 平成２６年３月６日から 
 平成３１年３月１５日まで 

工期※ 
 平成２６年３月６日から 
 平成３１年３月１５日まで 

工期※ 
 平成２５年１２月５日から 
 平成３１年３月１５日まで 

大林・熊谷・大本・東田中 
建設工事共同企業体 

錢高・日本国土・九建 
建設工事共同企業体 

大成・佐藤・森本・三軌・西光 
建設工事共同企業体 

工事延長 L=670.9ｍ 
 シールド工法 L=569.9ｍ 
 開削工法    L=138.7ｍ 

工事延長 L=469.6ｍ 
 シールド工法 L=426.1ｍ 
 開削工法    L= 43.5ｍ 

工事延長 L=279.3ｍ 
 山岳トンネル工法（NATM）       L=195.6ｍ 
 開削工法，アンダーピニング工法   L= 83.7ｍ 

契約金額※ 
 7,659,360,000円 

契約金額※ 
 4,386,426,480円 

契約金額※ 
 11,298,000,000円 

概略設計〔八千代エンジニヤリング㈱九州支店〕 
 地下鉄３号線導入空間検討業務委託（平成22年7月15日から平成23年3月25日まで） 

契約金額（最終） 7,074,900円 

予備設計〔日本シビックコンサルタント㈱九州事務所〕 
 地下鉄3号線構造計画検討業務委託（平成23年4月16日から平成24年3月25日まで） 

契約金額（最終） 13,419,000円 

詳細設計〔中央復建コンサルタンツ㈱九州支店〕 
 福岡市地下鉄七隈線土木構造物実施設計 
 （天神南駅三線部終端～シールド終端）業務委託 
 （平成24年10月10日から平成25年9月10日まで） 

詳細設計 
〔八千代エンジニヤリング㈱ 
九州支店〕 
 福岡市地下鉄七隈線土木構       
造物実施設計(天神南駅三線部終

端～ナトム構築終端)業務委託 
（平成24年7月3日から 
 平成25年3月25日まで） 

詳細設計 
〔ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱ 
九州支店〕 
 福岡市地下鉄七隈線土木構
造物実施設計(ナトム構築終端～博

多駅構築終端)業務委託 
（平成24年6月28日から 
 平成25年5月31日まで） 

契約金額（最終） 96,214,650円 契約金額（最終） 26,168,100円 契約金額（最終） 62,591,550円 

※建設工事の工期及び契約金額については，当初契約時 

  ８－１ 七隈線延伸事業概要 
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アンダーピニ
NATM工法 196ｍ

博多駅前
2丁目

明治公園

西日本シティ銀行

福岡シティ銀行

福岡センタービル

連絡坑トンネル
140ｍ

博多駅前通り

住
吉
通
り

開削工法

博多駅前
ビジネスセンター

八百治ビル
紙与駅三ビル

九勧博多ビル

タカキ
ビル

カフェ・ベローチェ
博多駅前店

マ
ル
イ
ト

博
多
ビ
ル

ブ
ラ
ザ
ビ
ル

デ
ュ
ー
ク
ス

ホ
テ
ル
博
多

サ
ン
エ
フ

ビ
ル

NATM工法 196m 

明治公園 

JR博多駅 
天神方面 

N 

ナトム工法 196m 

約6200m3 GL 

陥没時 
掘削範囲 

想定 
陥没範囲 

掘削済範囲 

〔陥没箇所縦断図〕 〔陥没箇所横断図〕 

〔陥没事故発生経緯〕 

本坑 

掘削箇所 

 
 ■平成２８年１１月８日（火） 
 
 0：40頃  No103基掘削開始 
 
 4：25頃  連続的な肌落ち，AGF鋼管間の部分的な肌落ち 
 
 4：50頃  切羽天端からの異常出水（最初は濁り水） 

       0.25m3程度の黒色塊が落下，水と砂が大量に押し寄せる 

       重機を切羽後方へ，退避指示 

 5：00頃  全員（9名）地上へ退避完了  

 5：05頃  車両等の進入禁止措置開始【5:10頃 措置完了】 

 5：15頃  舗装クラック発生【陥没事故発生】                                          

             交通規制範囲の拡大（博多口交差点～博多区役所南口交差点） 

 5：20頃  道路南側陥没 
 
  5：24頃  ＪＶから交通局へ連絡 
  
 5：28頃  ＪＶから警察へ連絡 
 
 5：30頃  道路北側陥没  
 
 5：50頃  警察による交通規制開始 
   
  6：00頃  消防隊出動 現場本部設置 
 
 6：30頃 「地下鉄七隈線建設工事に伴う事故対策要領」に基づき， 

       交通局理事を本部長とする事故対策本部（C体制）※を設置 
 
 7：20頃  道路中央陥没 
 
 9：20頃  交通事業管理者を本部長とする運転事故復旧対策本部相当の対策本部を設置 
 
 14：00頃  交通管理者による交通規制から道路管理者による交通規制へ移行 
 

  ※Ｃ体制   工事占用区域外への影響が大きい事故等で，通行人や沿道家屋等に大きな 

       被害を与えた場合，または，死者を出す等被害の規模が大きな場合 

     ⇒ 交通局の事故時体制としては最上位の体制を取った。 

異常出水 

〔陥没箇所平面図〕 

〔陥没時の現場内状況写真〕 

北側 

南側 

シ
テ
ィ

21 ビ
ル 伊予銀行 福岡

支店 

  ８－２ 事故発生時の状況 
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陥没箇所 
 幅  約２７ｍ 
 長さ 約３０ｍ 
 深さ 約１５ｍ 

※陥没形状は事故発生時に想定した形状 



 道路陥没が発生したはかた駅前通りは，博多駅～キャナルシティ博多～天神地区をつなぐ通りであり‘博多駅地区と天神地区を結ぶ， 

歩いて楽しいにぎわい・回遊主軸’として位置づけられた主要な道路である。 

  ８－３ はかた駅前通り 

はかた駅前通り 

【交通量（平日）】 
 
○歩行者通行量 ２５，０００ 人以上/日       
             (平成２３年度調査） 
○車両通行量    ５，０００ 台以上/日   
            (平成２７年度調査） 
              
            福岡市交通量調査集計より 

〈位置図〉 

〈はかた駅前どんたくストリート〉 
道路陥没 

写真出典）博多まちづくり推進協議会ホームページ 

〈将来イメージ〉 
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  ８－４－１ 埋戻し材（使用量） 

○道路仮復旧にかかる埋戻し材使用量 
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品　名 仕様・規格

再生アスファルト混合物 密粒度（20），（13）・粗粒度（20） 118.8 ―

粒 度 調 整 砕 石 再生　ＲＭ－25 220.0 ―

ク ラ ッ シ ャ ラ ン 再生　ＲＣ－40 1,850.0 ―

再 生 砂 ― 65.0 ―

砕 石 40～20ｍｍ 20.0 ―

流 動 化 処 理 土 セメント量60～250ｋｇ/ｍ3 2,193.0 478

モ ル タ ル セメント1：砂4 1,223.8 302

セ メ ン ト ミ ル ク セメント量250ｋｇ/ｍ3 97.4 ―

土 の う 大型　110×108ｃｍ 150.0 ―

下 水 接 続 部 ｺﾝ ｸ ﾘ ｰﾄ 早強　30-18-20 89.3 22

埋戻し材合計 6,027.3 802

埋戻し量（ｍ３） ミキサー車延べ台数（台）
埋　戻　し　材

埋
戻
し
材
合
計



  ８－４－２ 埋戻し材（流動化処理土の使用実績） 
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出典）『流動化処理土利用技術マニュアル』 

   （現：国立研究開発法人 土木研究所） 
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  ８－５ 道路開放のための安全確認 



＜道路管理者＞  
 道路法第40条において，占用期間が満了した場合や占用廃止の際は，原則，原状回復
しなければならないが，原状に回復することが不適当な場合は，現状に回復する必要が
ない（「この限りではない」）とされている。 
 道路管理者からは，市民の安全安心な生活を確保するためには，ライフラインに加え，
人や車の通行の早急な応急復旧が必要であったことから，原状回復を求めることは不適
当と判断し，埋戻し前の段階で，一時的に残置を容認したことを確認。 
 
＜国土交通省（道路管理者より確認）＞ 
 一時的に残置を容認することについては，道路法第４０条が直接的な根拠規定とはな
らないが，同規定の考え方を準用しても問題ない。 

 
―参考― 
【道路法】 
（原状回復） 
第４０条 道路占用者は，道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した
場合においては，道路の占用をしている工作物，物件又は施設（以下これらを「占用物
件」という。）を除却し，道路を原状に回復しなければならない。但し，原状に回復す
ることが不適当な場合においては，この限りでない。 
２ 道路管理者は，道路占用者に対して，前項の規定による原状の回復又は原状に回復
することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

○ライフライン関連 
  ・下水道管，水道管，再生水管，電力管，通信管 
○道路上の施設 
  ・信号機，防犯カメラ 
  ・道路照明灯 
  ・交通規制標識，道路標識，消火栓標識 
  ・舗装材（アスファルト，タイル），側溝，縁石 
○その他 
  ・工事用発電機付投光器（燃料は軽油※）  
  ・広告バナー 

  ８－６ 陥没箇所の残置物 
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※土壌汚染対策法における特定有害物質を含んでいない 

陥 没 箇 所 の 残 置 物  

法 的 な 確 認  

○道路管理者       ○環境局 

道 路 法  廃 棄 物 処 理 法  

＜環境局＞ 
 今回の埋戻し作業は廃棄物の処理を目的としたものではなく，被害拡大防止のため，
緊急避難的に行われたものもあり，不適正処理には当たらないということを確認。 
 
＜環境省（環境局より確認）＞ 
 不要物の掘り起こし撤去を命じなくても差し支えない。 

 
―参考― 
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 
＜昭和５７年６月１４日付環産第２１号 厚生省産業廃棄物対策室長通知＞ 
問２６（緊急避難） 
 台風・火災等の災害により生じた不要物を施設の安全を確保し又は人命を救助するた
めに取り片付ける場合，法第１２条第１項の処理基準が順守されなくても差し支えない
か。 
答  お見込みのとおり 
 
○国の見解（環境省適正処理・不法投棄対策室） 
 昭和５７年の通知自体は，平成１２年に「地方分権一括法」の施行に伴い，地方分権
推進の観点から廃止されているが，福岡市の事例のように緊急避難的に行われた事例で
あれば，廃棄物処理法上の基準を順守されなくてもさしつかえない，という解釈や趣旨
に変更はない。 
 福岡市が事故の状況から，周辺ビル倒壊防止のため緊急避難的措置が必要であると判
断したのであれば，この昭和５７年通知の趣旨から「不適正処理に当たらない」との判
断は誤りではない。 

埋戻し箇所及び周辺地域の生活環境安全性 

モニタリング調査を道路仮復旧後も 
継続して実施（地下水，大気質，土壌）  
 

これまでのモニタリングでは異常なし 



  ８－７ 道路復旧後の路面沈下 

11/15 ① 道路管理者・交通管理者による安全確認を受けて 
  道路の供用再開（午前５時） 
  

埋戻し箇所でボーリング調査を行い，十分な強度が確保されている 
ことを確認。（原地盤強度よりも堅固であることを確認） 

11月14日に専門技術者等による「はかた駅前通り仮復旧道路の安 
全性を確認するための『専門技術者による会議』」において仮設 
構造物としての安全性が確認された。 
その際，ある程度の路面沈下はありうるという意見や仮設構造物 
の前提となる流動化処理土下の地盤の強度についてチェックボー 
リングを出来るだけ早く実施する必要があるとの意見があった。 
また，道路開放後も安全性を確認するため，継続してモニタリン 
グを実施することを報告した。 
 

11/26 ③ 平均38ｍｍ（最大70ｍｍ）の路面沈下発生 

≪モニタリング≫ 
●実施事項 
  現場状況確認 
   路面施設：目視による点検 

   保安施設：目視による点検 
   地表面沈下：自動計測 

 

●路面測定及び保安施設の点検 
 ・11月15日～21日  ：１時間に１回(交通局職員 
            とＪＶ職員による確認) 
 ・11月22日～25日  ：３時間に１回  
           （ＪＶ職員による確認） 
 ・11月26日～1月14日：１時間に１回  
           （ＪＶ職員による確認） 
 ・ 1月15日～    ：３時間に１回 
           （ＪＶ職員による確認） 
   ※但し，沈下後の11月26日～12月28日まで， 
   ＪＶ職員による24時間監視を行った。 
 
  

●地表面沈下管理値 
 ・１次管理値:10mm(監視人数の増加) 

 ・２次管理値:15mm(関係者と対応協議) 

 ・３次管理値:24mm(通行止め) 

●時系列 

 0：30  最大15ｍｍ路面沈下を計測 

 1：23  地表面沈下が最大で24ｍｍを超える 

 1：45  交通規制開始（博多区役所南口交差点～博多口交差点） 

 2：40  最大70ｍｍの路面沈下を計測（以降変化なし） 

 3：40  交通規制縮小（損保ジャパン～鹿児島銀行前） 

 5：30  交通規制解除 

11/18 ② チェックボーリングの開始（午後９時） 
 ・目的：下部地盤の性状確認⇒緩い砂層が確認された。 
 ・調査箇所：５ヶ所     
 ・期間：11/18～12/2 

④ 薬液注入の開始（午後9時） 
チェックボーリングの結果や，路面沈下の事象が発生したこと， 

「専門技術者による会議」の議論を踏まえ， 

長期的により高い安全性を確保するため，地盤改良工事を実施。 

 ・目的：流動化処理土下部の地盤改良 

 ・期間：12/2～12/28 

12/2 

●11/26 5：30交通規制解除と判断した根拠（安全性の確認） 

 １．沈下量が予測（当初80ｍｍ程度）の範囲内であること 

    （路面沈下後，大成ＪＶより交通局へ報告） 

 ２．午前2時40分以降沈下が進行していないこと 

 ３．路面の状況に大きな段差等もなく，一般車の通行走行に支障がないことが 

      確認できたこと 

 ４．地下埋設物に異常がないことが確認できたこと 

   （各埋設管理者による現地確認及び西部ガスと消防局によるガス漏えい点検） 

 ５．立坑内の状況に変化がないこと   

流動化処理土下部の 
ゆるい砂層 

●横断図 

流動化処理土下部の緩んだ可能性のある砂層とそれ以外の健全な 
地盤で埋戻し土の支持力を計算。 

 ●地表面沈下観測 10分に1回（自動計測） 

 

薬液注入の実施 

地盤改良前 
(11/26) 

80mm程度 

４本のボーリング
により算出 

地盤改良前 
(12/2)  

86mm 

５本のボーリング 
により算出 

地盤改良後
(12/27) 

26mm 

３本のボーリング
により算出 

●予測沈下量（大成建設による試算） 

薬液注入範囲 

●原因 

 流動化処理土下部の緩み箇所が道路開放後に圧縮されたことによる 

 沈下と推測。 
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※陥没形状は事故発生時に想定した形状 
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